
１．は じ め に

アジア・太平洋地域では TPP（環太平洋経済連携協定）や RCEP（アジア地

域包括的経済連携）など経済統合を広域化する交渉が進められており，これら

の広域化 FTAが締結された時に予測される影響について盛んに論じられてい

る。一方でこれまでに発効した FTAによる関税引き下げや撤廃が，貿易や産

業にどのような影響を及ぼしたかについての論考はあまりない。しかし，これ

までの FTAの教訓を今後にどう生かすかという観点から必要な作業であろう。

本稿では，タイと日本，タイと中国の二国間貿易の内容を FTAの効果に着目

して比較しながら，現時点までの貿易や産業への影響や今後の課題について考

察していきたい。日本が締結した FTAの中で最も活用されているのが日本タ

イ EPA（JTEPA）であり1)，タイが締結した FTAで利用額が最大なのが ASEAN

中国 FTA（ACFTA）であるので2)，これらをアジア域内 FTAの代表例として取

り上げた。

ACFTAは中国が日本に先んじて ASEAN各国と締結した FTAで，物品貿易

協定は２００５年７月に発効した。ACFTAは途上国間の FTAであり，互恵主義に

より協定税率が適用されない場合3)があるなど，発効当初は例外が多く自由化

1) 経済産業省「日本における原産地証明書の発給件数推移」
2) タイ商務省外国貿易局，季刊 Trade Preference Journal（タイ語）
3) 例えば，輸入国がある品目を通常品目に指定していても，輸出国がその品目をセ
ンシティブ品目に指定している場合，輸入国はその品目の関税削減を猶予すること
ができる。
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度が低い FTAと考えられてきた。しかし２０１０年には貿易品目９割の通常品目

（NT）で関税が撤廃されており，２０１２年には通常品目で猶予された品目（NT2）

の関税が撤廃されて，センシティブ品目（ST）の一部も関税が２０％に引下げ

られたため，近年では活用度の高い FTAとして注目されている。他方で JTEPA

は２００７年１１月に発効し，１０年目には貿易額の約９５％の関税が撤廃される。

タイの輸出統計をみると，中国向け輸出額は２００９年に日本を追い抜き，２０１０

年にはアメリカも追い抜いて第１位となった。また FTA利用額は２０１０年に中

国（ACFTA）が日本（JTEPA）を上回り，２０１２年には ACFTAが JTEPAの１．８１

倍に達している（図１）。タイの輸入統計では２０１２年まで日本からの輸入額が

第１位を保ち，第２位の中国からの輸入額を引き離している。しかし FTA利

用額では２０１０年に ACFTAが JTEPAを上回り，２０１２年には ACFTAが JTEPAの

１．３７倍に達した（図２）。このように２０１０～１２年に ACFTAの利用率が増加し

て，タイは日本よりも中国との貿易額の増加が顕著となっている。タイと日本，

図１ タイの日本，中国向け輸出額と FTA利用率の推移

単位：輸出額（左）１００万ドル，利用率（右）％

（a）日本向け （b）中国向け

（出所）タイ商務省外国貿易局資料より筆者作成

－４６－ ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果
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中国それぞれの二国間貿易の中で FTA利用額の大きい品目の貿易動向を分析

して，JTEPAと ACFTAの効果を論証していきたい。

２．タイから日本への輸出

日本のタイからの輸入品で JTEPAの協定税率が適用されている品目のうち，

輸入額が大きいのは農水産加工品（鶏肉調製品，エビ調製品，冷凍エビ，生鮮

冷蔵魚肉など）と化学品（ポリエチレンテレフタレート，エステル化でん粉，

ポリエチレン製袋，ポリエチレンなど）の２種類ある（表１）4)。それぞれにつ

いて，輸入動向を確かめておこう（表２）。

鶏肉調製品はタイからの輸入額が最大の品目で，総輸入額の４．８％を占める。

4) タイ商務省外国貿易局資料によれば，JTEPA利用額の第5位は板ばね及びそのばね
板（HSコード732010）となっている。しかしタイの日本向け輸出統計でも日本のタ
イからの輸入統計でも当該品目の貿易額は多くない。タイでこの品目に原産地証明
が多数発給されている理由は不明である。

図２ タイの日本，中国からの輸入額と FTA利用率の推移

単位：輸入額（左）１００万ドル，利用率（右）％

（a）日本から （b）中国から

（出所）タイ商務省貿易交渉局資料より筆者作成

ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果 －４７－



表１ JTEPA税率が適用されている日本の主な輸入製品（２０１２年）

輸入額
順位

HSコード タイからの輸入製品
関税率（％） 輸入額

（１００万円）
割合
（％）WTO（GSP） FTA

合計 １，８８５，６８７

１ １６０２３２２９０ 鶏肉調製品 ６．０ ３．０ ９０，５８３ ４．８
８ ０３０６１７２００ その他のシュリンプ及びプローン １．０ ０ ２７，０４３ １．４
１７ ３９０７６００００ ポリエチレンテレフタレート（PET樹脂） ３．１ ０ １９，００９ １．０
１８ １６０５２１０１１ エビ調製品（すしエビ・むきエビ） ４．８ ０ １８，９８９ １．０
２１ １６０５２１０２９ エビ調製品（エビフライ） ５．３ ０ １８，２０２ １．０
２３ ３５０５１０１００ エステル化でん粉 ６．８（１．３６） 関税割当 １６，６８３ ０．９
２９ ３９２３２１０００ エチレンの重合体製の袋（ポリエチレン製袋） ３．９（０） ０ １３，３６４ ０．７
３０ ３９０１９００１０ エチレンの重合体（LLDPE重合体） ２．８（１．１２） ０ １３，２０２ ０．７
３３ ３９０１２００１０ 比重が０．９４以上のポリエチレン（HDPE） ６．５（２．６） ０ １１，２４６ ０．６
３９ ０３０４９９９９９ 生鮮冷蔵魚肉その他 ３．５ ０ １０，１０７ ０．５

（出所）日本財務省貿易統計他より筆者作成

表２ 日本国別輸入統計 （単位：輸入額＝１００万円，割合＝％）

①鶏肉調製品（HS160232290）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １３７，２１５ １３５，６６７ １２８，９００ １３８，５３１ １６２，５８１ １７８，４９９
タイ ５６，８８６ ４１．５ ８０，８０４ ５９．６ ７５，４３７ ５８．５ ７５，０５５ ５４．２ ８３，１８２ ５１．２ ９０，５８３ ５０．７
中国 ７９，６２９ ５８．０ ５３，７３８ ３９．６ ５２，４７９ ４０．７ ６２，４２１ ４５．１ ７７，７６０ ４７．８ ８６，２６９ ４８．３

②エビ調製品（すしエビ，むきエビなど）（HS160520011）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２１，７０９ ２２，８１１ ２２，１４５ ２２，０９０ ２６，６７２ ２７，７６３
タイ １１，３５６ ５２．３ １３，４６８ ５９．０ １４，３９５ ６５．０ １４，９１７ ６７．５ １７，７３１ ６６．５ １８，９８９ ６８．４
ベトナム ５，０１４ ２３．１ ４，２９２ １８．８ ３，１０１ １４．０ ３，６３８ １６．５ ５，３６５ ２０．１ ５，０６７ １８．３
中国 ３，６７０ １６．９ ３，０４３ １３．３ ２，５３２ １１．４ ２，２２５ １０．１ ２，３１８ ８．７ ２，２５２ ８．１

③エビ調製品（エビフライなど）（HS160520029）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ３７，２６１ ３１，４０８ ２７，６１９ ３０，４７７ ３３，０１０ ３４，９５６
タイ １４，４５６ ３８．８ １４，０８５ ４４．８ １２，８４５ ４６．５ １４，６９３ ４８．２ １６，２１９ ４９．１ １８，２０２ ５２．１
ベトナム ７，５０３ ２０．１ ６，４５８ ２０．６ ６，６０９ ２３．９ ７，１０８ ２３．３ ７，９５６ ２４．１ ８，２８５ ２３．７
インドネシア ５，９１０ １５．９ ４，４１１ １４．０ ３，１６０ １１．４ ３，９００ １２．８ ３，８６７ １１．７ ４，０４３ １１．６
中国 ８，３８６ ２２．５ ５，７５７ １８．３ ４，３３１ １５．７ ４，０５０ １３．３ ４，３１０ １３．１ ３，６５８ １０．５

④冷凍エビ（HS030617200）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２０４，７２３ １８１，８６８ １６２，０５８ １７０，０６８ １７４，７５７ １５２，３２１
ベトナム ４２，３６６ ２０．７ ３８，５０９ ２１．２ ３３，８６３ ２０．９ ３５，８１２ ２１．１ ３１，８４１ １８．２ ３１，６８７ ２０．８
インドネシア ４０，９１４ ２０．０ ３６，６０９ ２０．１ ３０，７２１ １９．０ ３０，４２４ １７．９ ３０，４１２ １７．４ ３０，０１３ １９．７
タイ ２２，３６１ １０．９ ２０，２８６ １１．２ ２２，５３５ １３．９ ２６，３３８ １５．５ ２８，０４４ １６．０ ２７，０４３ １７．８
インド ２５，４０３ １２．４ ２０，３７３ １１．２ １８，２０２ １１．２ ２３，１８８ １３．６ ２５，１３８ １４．４ ２０，３６９ １３．４

－４８－ ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果



表２ つ づ き （単位：輸入額＝１００万円，割合＝％）

⑤生鮮冷蔵魚肉その他（HS030499999）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ３７，０３４ ４７，８１６ ３３，１７７ ３６，７７１ ３７，４５８ ３９，０６３
タイ ９，５９７ ２５．９ １２，５４６ ２６．２ ７，８３５ ２３．６ ８，９６０ ２４．４ ９，３４２ ２４．９ １０，１０７ ２５．９
ノルウェー ２，１１６ ５．７ ２，９１３ ６．１ ４，５３９ １３．７ ５，６９７ １５．５ ６，１４８ １６．４ ６，６１５ １６．９
中国 ７，６４８ ２０．７ ９，７６４ ２０．４ ６，２１１ １８．７ ６，２７７ １７．１ ５，９３４ １５．８ ４，３４１ １１．１

⑥ポリエチレンテレフタレート（HS390760000）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ８０，５２０ ９１，３３８ ６２，６６６ ８０，４２６ １０４，１９７ ９８，３２６
台湾 ２３，８６８ ２９．６ ２８，４２５ ３１．１ １７，１０９ ２７．３ ２１，６６９ ２６．９ ３１，５８０ ３０．３ ３３，７９７ ３４．４
中国 １２，３６８ １５．４ １８，１２１ １９．８ １１，８４８ １８．９ １５，６２７ １９．４ ２０，７４２ １９．９ ２４，４８３ ２４．９
タイ １０，８５２ １３．５ １１，９０６ １３．０ １１，７４８ １８．７ １６，９９２ ２１．１ ２３，８２１ ２２．９ １９，００９ １９．３
韓国 １５，１０２ １８．８ １５，０３７ １６．５ １０，３８７ １６．６ １１，６９５ １４．５ １３，６２８ １３．１ １０，１５１ １０．３

⑦エステル化でん粉（HS350510100）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２９，５３９ ３４，５９４ ２４，０２４ ２７，９３９ ３１，１６８ ３３，３１９
タイ １４，９４６ ５０．６ １９，１１２ ５５．２ １２，６１７ ５２．５ １５，５７９ ５５．８ １６，５８３ ５３．２ １６，６８３ ５０．１
アメリカ合衆国 ４，３７８ １４．８ ５，０６４ １４．６ ３，６４１ １５．２ ３，６００ １２．９ ３，７９３ １２．２ ４，０１７ １２．１
ベトナム １，３２６ ４．５ １，９０２ ５．５ ８８９ ３．７ １，４１５ ５．１ １，９６４ ６．３ ２，０００ ６．０

⑧エチレンの重合体製の袋（HS392321000）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １１０，１５０ １１９，５００ ８６，３５３ ９０，６４１ ９４，６９７ ９９，１６７
中国 ６１，８０４ ５６．１ ６８，２１９ ５７．１ ５０，２２６ ５８．２ ５０，９９７ ５６．３ ５２，７０６ ５５．７ ５４，６８７ ５５．１
タイ １５，５６６ １４．１ １６，７０４ １４．０ １１，７０４ １３．６ １２，３１１ １３．６ １２，２８６ １３．０ １３，３６４ １３．５
インドネシア １３，３１２ １２．１ １３，７４０ １１．５ ９，５０７ １１．０ １０，５８８ １１．７ １１，９０５ １２．６ １１，８０４ １１．９

⑨エチレンの重合体（LLDPE重合体）（HS390190010）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ３２，１７０ ４６，０１９ ２２，１８７ ３２，８７０ ４２，８４５ ４０，９４１
タイ ３，１７９ ９．９ ３，９１４ ８．５ ２，４２６ １０．９ ３，２５９ ９．９ ９，４０２ ２１．９ １３，２０２ ３２．２
サウジアラビア ６，６２８ ２０．６ ８，２１５ １７．９ ２，７１０ １２．２ ５，１４４ １５．７ ８，０４５ １８．８ ６，９９３ １７．１
アメリカ合衆国 ９，９２１ ３０．８ １１，８３２ ２５．７ ７，１６２ ３２．３ ８，５９９ ２６．２ ６，８２９ １５．９ ５，９７２ １４．６
シンガポール ５，６９３ １７．７ ７，１７４ １５．６ ３，２２７ １４．５ ４，７９９ １４．６ ４，４５０ １０．４ ５，４６２ １３．３
韓国 ４，０５０ １２．６ ８，８３３ １９．２ ４，００２ １８．０ ５，８５８ １７．８ ８，４０２ １９．６ ５，４１１ １３．２

⑩比重が０．９４以上のポリエチレン（HDPE）（HS390120010）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １，９９５ ４，０８４ ３，２３１ ５，６８８ １２，２８０ １６，２１８
タイ ２７９ １４．０ ２，０７０ ５０．７ １，４２８ ４４．２ ３，６８８ ６４．８ ８，７１０ ７０．９ １１，２４６ ６９．３
サウジアラビア ２０６ １０．３ １４９ ３．６ １６１ ５．０ ２１１ ３．７ ６３７ ５．２ ８６８ ５．４
アメリカ合衆国 １７３ ８．７ １３２ ３．２ １０３ ３．２ ４３０ ７．６ ７６０ ６．２ ８５８ ５．３
韓国 ６２２ ３１．２ ６５６ １６．１ ６６１ ２０．５ ４８９ ８．６ ５２９ ４．３ ６７４ ４．２

（出所）日本財務省貿易統計より筆者作成
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主な輸入元は中国とタイの二国であるが，JTEPAが発効した翌年の２００８年以

降は中国に代わってタイが輸入額で第１位となっている。WTO協定税率が６

％であるのに対し，JTEPAの税率は５年かけて段階的に下がり２０１２年度から

３％となっており5)，タイからの輸入が価格面で優位となっている。エビ調製

品はすしエビ・むきエビとエビフライの２種類に分けられるが，いずれもタイ

からの輸入額が第１位であり，かつ２００８年以降タイからの輸入額の合計に占め

る割合が上昇している。WTO協定税率はそれぞれ４．８％，５．３％であるが，

JTEPA発効により無税となったためタイ輸入品の競争力が増した。なお第２

位の輸入国であるベトナムとも日本は２００９年１０月に EPAが発効しており，そ

れ以降ベトナムからの輸入額は回復している。他方で中国からの輸入額は，

２００８年以降減少傾向が顕著である。

冷凍エビはベトナム，インドネシアに次いで，２００９年以降タイは第３位の輸

入国であり，輸入額も増加しているが，WTO協定税率は１％にすぎず，競合

国とも日本は EPAを締結しているため，JTEPAが輸入額の増加要因とは考え

にくい。生鮮冷蔵魚肉はタイが輸入額第１位を維持しており，単価がほぼ同じ

中国からの輸入額は減少傾向にある。WTO協定税率が３．５％であるのに対して，

JTEPAでは無税で輸入できる。なお農水産品の貿易額の増減要因としては，

中国で２００８年に起こった食品の安全問題，養殖エビの病気の発生なども考慮に

入れる必要がある。

ポリエチレンテレフタレートは PET樹脂と呼ばれ，日本は国内供給量（再

生樹脂を除く）の半分近くを輸入に依存して6)，ボトル，繊維，フィルム，シー

トなどの原料となっている。主な輸入元は台湾，中国，タイであり，２００９年以

降タイからの輸入額が合計に占める割合は２割前後を維持している。WTO協

定税率は３．１％であるが，JTEPA発効により無税となった。タイでは地場系企

業以外にインド系，台湾系の企業も PET樹脂を生産しており，供給過剰にな

りつつある。エステル化でん粉はでん粉を化学的に処理して特性を変化させた

5) JTEPAの税率は，2007年11月の発効以降，毎年，日本の財政年度の開始月である4
月に改定される。鶏肉調製品では，発効時に税率が5.5％となり，以降は毎年4月に税
率が0.5％ずつ下がって，2012年4月に3％となった。

6) PETボトルリサイクル推進協議会「PET樹脂のマテリアルフロー（2011年）」

－５０－ ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果



もので，食品や工業用に使用されている。タイからの輸入が５割強を占め，１

割の２位アメリカを引き離している。WTO協定税率は６．８％であるが，JTEPA

では関税割当制度が導入され，年２０万トンまで無税となった。タイは化工でん

粉の世界一位の輸出国で，日本や中国等に輸出している。タイ側は原料となる

タピオカでん粉（スターチ）の輸出拡大を日本側に要望していたが，日本側は

でん粉原料用いも生産農家に交付金を支出するために，関税割当枠内の輸入

コーンスターチ用とうもろこしおよび輸入でん粉から調整金を徴収しており7)，

でん粉の関税はそのままにして，化工でん粉の輸入をタイに優遇することで対

応した。

エチレン重合体製の袋は，ポリエチレン製のレジ袋，ごみ袋等で利用されて

いる。中国からの輸入が５５％を占め，タイは第２位で約１４％となっている。

WTO協定税率は３．９％であるが，JTEPA発効により無税となった。中国製に

は関税が課せられているが，輸入合計額に占める中国のシェアの低下はわずか

である。ポリエチレン等エチレンの重合体一次製品では，２０１１年以降タイから

の輸入額が増加している。WTO協定税率は，高密度ポリエチレン（HDPE）

が６．５％，エチレンの重合体その他（LLDPE重合体）が２．８％であるのに対し，

JTEPAの税率は５年かけて段階的に下がり，２０１２年度以降は無税となった。

また２０１０年度までは，一般特恵関税（GSP）適用限度額までタイ製は無税で

あった。とくに HDPEは２００８年と２０１１年以降に前年と比べて輸入額が増加し

ており，タイ製が価格面で優位なことを反映している。LLDPE重合体では，

シンガポール製も無税であるが，タイ製とは単価に開きがあり，シンガポール

からは高級品の輸入が推察される。タイでは２０１０年前後に，タイ石油公団

（PTT）グループとサイアムセメントグループ（SCG）の企業が，大型のエチ

レンおよび誘導品設備を相次いで稼働させており，とくにポリエチレンの生産

能力が一挙に高まった8)。そのため生産の約６割は輸出に振り向けられ，中国

と並んで日本向けの輸出が２０１１年以降急増している。

タイの日本向け輸出総額に占める JTEPA利用率は２０１２年に２６．７％で9)，ここ

7) 農畜産業振興機構「でん粉の価格調整制度の概要」
8) タイ石油研究所 PTIT Focus，重化学工業通信社『アジアの石油化学工業』各年版
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数年伸び悩んでいる（図１（a））。日本は電機・電子製品，自動車，機械類など，

タイからの輸入で大きな割合を占める工業製品のWTO協定税率がすでに無税

であるため，そもそも JTEPAを利用する必要がない品目が多い。タイ側が輸

出拡大を日本側に要望した品目では，前述のでん粉と砂糖が再交渉となってい

る。砂糖は，日本の総供給量に占める輸入糖（粗糖）の割合が約６６％を占め，

そのうちタイからの輸入が約５９％に上っているが，国内のさとうきび，てんさ

い生産農家や製糖工場に交付金を支出するために，原料糖輸入企業から調整金

を徴収しており，保護関税のままである10)。また米も，輸入は加工用に使用さ

れるミニマムアクセス米に限られている。ツナ缶はWTO協定税率が９．６％に

対し，JTEPAの税率は５年かけて段階的に下がり２０１２年度以降は無税となっ

た。しかし原産地規則により原料のまぐろをタイおよびインド洋マグロ類委員

会（IOTC）加盟国船籍の船で捕獲しなければならないため，タイのツナ缶輸

出額に占める JTEPA利用率は５５．６％（２０１２年）にとどまっている。タイ輸出

に占める JTEPA利用率を引き上げるには，農水産品目の市場アクセス改善が

課題となる。

３．タイから中国への輸出

中国のタイからの輸入品で ACFTAの協定税率が適用されている品目のうち，

輸入額が大きいのは農林加工品（キャッサバ，配合ゴムなど）と化学品（パラ

キシレンなど芳香族炭化水素，メチルオキシラン，エチレン重合体など）の２

種類ある（表３）。それぞれについて，輸入動向を確かめていく（表４）。

キャッサバ（タピオカ）は加工後に，チップ，スターチ（でん粉）としてタ

イから輸入されている。キャッサバチップはアルコール（エタノール）原料と

して利用されるが，２００３年１０月にタイ中国間でアーリーハーベスト（EH）が

9) タイの日本向け輸出で利用できる FTAには，JTEPA以外に AJCEP（ASEAN日本
包括的経済連携）がある。しかしタイの AJCEPは2009年6月に発効して JTEPAより
遅れているため，関税の削減度合いは概して JTEPAの方が早い。そのため AJCEPの
輸出総額に占める利用率は0.24％（2012年）にとどまっている。

10) 農畜産業振興機構「砂糖の価格調整制度の概要」

－５２－ ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果



表３ ACFTA税率が適用されている中国の主な輸入製品（２０１２年）

輸入額
順位

HSコード タイからの輸入製品
関税率（％） 輸入額

（１０００ドル）
割合
（％）WTO FTA（開始年）

合計 ３８，４５５，８６４

５ ０７１４１０ キャッサバチップ ５．０ ０（０３年１０月） １，２４３，９５４ ３．２
６ ４００５９１ 配合ゴム（板，シート，ストリップ） ８．０ ０（０９年） ９８８，５９５ ２．６
８ ３９０１９０ その他エチレン重合体 ６．５ ０（１０年） ７３１，６８４ １．９
９ ２７０７５０ その他芳香族炭化水素混合物 ７．０ ０（０９年） ７２９，８２０ １．９
１３ ４００５９９ 配合ゴム（その他） ８．０ ０（０９年） ６２０，２８４ １．６
１４ ２９０２４３ パラキシレン ２．０ ０（０９年） ６１７，１５９ １．６
１５ ２９１７３６ テレフタル酸及びその塩 ６．５ ０（１２年） ６１１，１１２ １．６
１９ ３９０７４０ ポリカーボネート ６．５ ０（０９年） ５１４，８５５ １．３
２４ ２９１０２０ メチルオキシラン（プロピレンオキシド） ５．５ ０（０９年） ３５５，３７１ ０．９
２９ １１０８１４ タピオカでん粉（スターチ） １０．０ ０（１０年） ２７８，２５７ ０．７

（出所）Global Trade Atlas他より筆者作成（原資料は中国通関統計）

表４ 中国国別輸入統計 （単位：輸入額＝１０００ドル，割合＝％）

①キャッサバチップ（HS07141020）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ６５９，８５６ ３８９，９２３ ８８６，１０８ １，１９６，６８１ １，３７５，８９３ １，７７１，２１７
タイ ４５５，８３７ ６９．１ ２５２，３４３ ６４．７ ５８１，１２６ ６５．６ ９６５，４４３ ８０．７ ９５６，７２７ ６９．５ １，２４３，９５４ ７０．２
ベトナム １７９，８５５ ２７．３ １１５，５３１ ２９．６ ２８０，３８９ ３１．６ ２０２，４９５ １６．９ ３９１，５５０ ２８．５ ５１３，９２１ ２９．０

②タピオカでん粉（スターチ）（HS11081400）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １７３，７４２ １７２，４１４ ２３８，４１０ ３３０，９２４ ４５０，９３３ ４６６，７５２
タイ １０４，０５３ ５９．９ １１４，６２２ ６６．５ １６２，４５４ ６８．１ ２６８，４９６ ８１．１ ２９４，７８０ ６５．４ ２７８，２５７ ５９．６
ベトナム ６７，２０３ ３８．７ ５３，３１５ ３０．９ ７３，０６２ ３０．６ ５９，６６４ １８．０ １３７，７３１ ３０．５ １８３，１２６ ３９．２

③配合ゴム（板，シート，ストリップ）（HS40059100）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １２２，３４８ １３７，８９９ １３３，２００ １４３，６４６ ２２３，８４０ ２，１７２，１１６
タイ ５２，８２０ ４３．２ ６２，１４５ ４５．１ ６９，７４８ ５２．４ ８２，６０２ ５７．５ １２８，６９６ ５７．５ ９８８，５９５ ４５．５
マレーシア ３６，７２９ ３０．０ ４１，７９１ ３０．３ １４，６８９ １１．０ ２９，６５６ ２０．６ ５５，３８２ ２４．７ ９８１，９３１ ４５．２
インドネシア １７７ ０．１ ３，２６４ ２．４ １８，５３４ １３．９ ７１ ０．０ １，２４９ ０．６ １１９，８９３ ５．５

④配合ゴム（その他）（HS40059900）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ６７１，８０７ ９６５，１４０ １，４７８，９８２ ２，５２７，８２８ ２，９７６，７１７ １，６５５，４０１
タイ ２１８，０３５ ３２．５ ３４６，３８９ ３５．９ ５８８，５６２ ３９．８ １，１１５，３３１ ４４．１ １，１６９，８６５ ３９．３ ６２０，２８４ ３７．５
マレーシア ２６２，６３３ ３９．１ ４６３，２２２ ４８．０ ５８４，２４９ ３９．５ １，０５０，５２３ ４１．６ １，５３６，０５５ ５１．６ ５５６，７３６ ３３．６
インドネシア ７６，２６６ １１．４ ９２，４２０ ９．６ １８２，６０１ １２．３ １６４，１４９ ６．５ １５６，０２７ ５．２ ２８３，３０７ １７．１

⑤パラキシレン（HS29024300）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ３，３３６，４８７ ４，１４２，７８０ ３，４８９，０８２ ３，６６０，９３０ ７，７４８，６３０ ９，５１９，７４７
韓国 １，１７２，７８７ ３５．２ １，１５８，１４１ ２８．０ ８５２，３７７ ２４．４ ７８７，１８８ ２１．５ １，９０３，８４７ ２４．６ ２，８７２，９９１ ３０．２
日本 １，４９６，００６ ４４．８ １，５３９，３０４ ３７．２ １，０５６，０００ ３０．３ １，０５４，７６４ ２８．８ １，８４８，０９２ ２３．９ ２，６８３，３６７ ２８．２
台湾 １４７，３０９ ４．４ ６０４，９６３ １４．６ ４４０，６８５ １２．６ ３２０，８０４ ８．８ ７２２，２６０ ９．３ ８８６，２３２ ９．３
タイ ０ ０．０ ２１，３３８ ０．５ ２０５，９６３ ５．９ ２６８，４７６ ７．３ ６１９，９１４ ８．０ ６１７，１５９ ６．５
インドネシア １６７，３０２ ５．０ １３２，３５４ ３．２ １７２，３１８ ４．９ ４１５，０９５ １１．３ ９０９，９８７ １１．７ ３３，８４５ ０．４

ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果 －５３－



表４ つ づ き （単位：輸入額＝１０００ドル，割合＝％）

⑥テレフタル酸及びその塩（HS29173611）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ５，２８７，８７２ ４，４９９，３０８ ４，０９７，０３７ ５，１１５，５５１ ６，８１４，１７０ ４，６０９，５０６
台湾 １，５９１，７６１ ３０．１ １，５６５，０３０ ３４．８ １，５４７，９１３ ３７．８ ２，３７６，８０５ ４６．５ ３，４３７，８２０ ５０．５ １，９６５，６８７ ４２．６
韓国 １，８３３，５２２ ３４．７ ２，１９２，６１３ ４８．７ １，７３７，９２９ ４２．４ １，９３３，０５１ ３７．８ ２，４１０，４４１ ３５．４ １，７２８，７１７ ３７．５
タイ １，０５１，７３０ １９．９ ５２４，３２６ １１．７ ５０１，１６２ １２．２ ５８８，２６４ １１．５ ７２３，６５７ １０．６ ７０７，５８７ １５．４

⑦ポリカーボネート（HS39074000）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ３，０２８，８１０ ３，０９８，３４４ ２，７７７，０６８ ３，９９７，９１２ ４，１０５，０８５ ４，１１４，９５６
韓国 ３６１，５０２ １１．９ ４２８，２７５ １３．８ ５３３，６６６ １９．２ ７８１，３９３ １９．５ ８１６，４５２ １９．９ ８１５，５３１ １９．８
台湾 ２９８，４３１ ９．９ ３５３，５６９ １１．４ ３５４，５４７ １２．８ ５５４，２８６ １３．９ ５８０，９１９ １４．２ ５７９，８３６ １４．１
中国 ５６１，２５１ １８．５ ６２５，７０５ ２０．２ ４５２，０４０ １６．３ ５９６，２３８ １４．９ ５６０，８３１ １３．７ ５２０，５５７ １２．７
タイ ４３８，７５１ １４．５ ４２６，４５９ １３．８ ４０３，３３４ １４．５ ４９０，１４８ １２．３ ５５３，７９０ １３．５ ５１４，８５５ １２．５
アメリカ合衆国 ３２９，０８４ １０．９ ３６２，６９９ １１．７ ２７９，２４５ １０．１ ３９８，６７４ １０．０ ４８９，２７２ １１．９ ４６３，９９７ １１．３

⑧メチルオキシラン（プロピレンオキシド）（HS29102000）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １９６，５４４ ２１３，０３４ ２９５，９２５ ５１２，７４２ ５５９，０２３ ８２３，２０４
タイ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ７６，２５１ １３．６ ３５５，３７１ ４３．２
サウジアラビア ０ ０．０ ０ ０．０ １９，５３０ ６．６ １９７，８８２ ３８．６ １９０，３９９ ３４．１ ２９６，５１５ ３６．０
シンガポール ８８，７１０ ４５．１ ８１，３７５ ３８．２ １０８，５１７ ３６．７ ２１３，７１９ ４１．７ ２１５，０２７ ３８．５ １６１，２２３ １９．６
日本 １０３，５９８ ５２．７ １３０，９２０ ６１．５ １０３，６４３ ３５．０ ３８，６４１ ７．５ ７，３０２ １．３ １，６２５ ０．２

⑨その他芳香族炭化水素混合物（HS27075000）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２９８，８９７ ２００，８１１ ５２６，５６３ １，９２１，７５３ ３，６８９，５１５ ４，４８２，２６７
オランダ ０ ０．０ ３７ ０．０ ２０，８１８ ４．０ ３０８，１０６ １６．０ ８１０，２７３ ２２．０ １，５４６，１５４ ３４．５
タイ ３９，８４０ １３．３ １９，２６０ ９．６ １５７，０７１ ２９．８ ３７０，８４１ １９．３ ３８３，３７８ １０．４ ７２９，８２０ １６．３
韓国 １４３，８２６ ４８．１ １２４，９２７ ６２．２ ２０９，１２５ ３９．７ ４１６，３１７ ２１．７ ５４７，９９０ １４．９ ５９５，５０８ １３．３
アラブ首長国連邦 ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ３２０，９４７ ８．７ ４２８，８２５ ９．６
ベルギー ０ ０．０ ０ ０．０ ５７８ ０．１ １２５，０２３ ６．５ ６９３，３０３ １８．８ ４０３，３０８ ９．０

⑩その他エチレン重合体（HS39019020）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２，４６２，３８９ ２，２０６，３９９ ２，４５０，７０２ ３，２６３，２６４ ３，５２６，３７８ ３，１６７，３８６
サウジアラビア ４９３，７０９ ２０．０ ３８２，９６２ １７．４ ３９３，５１９ １６．１ ７３８，７０１ ２２．６ ８５０，７０８ ２４．１ ７４５，０４６ ２３．５
タイ ７５，３９５ ３．１ ７５，０３６ ３．４ ６２，１４６ ２．５ ２９５，００１ ９．０ ５３８，４５５ １５．３ ５５４，０６１ １７．５
シンガポール ３６３，４１５ １４．８ ４０５，４００ １８．４ ３５４，８７３ １４．５ ４１４，８９６ １２．７ ４５７，３５４ １３．０ ５２９，９８１ １６．７
韓国 ２７６，３０４ １１．２ ２７９，６１０ １２．７ ３４１，８８０ １４．０ ３９２，１０６ １２．０ ３６９，４５６ １０．５ ２７１，５５６ ８．６
アメリカ合衆国 ２５９，１３２ １０．５ ３１２，５１８ １４．２ ３９９，２７４ １６．３ ４７０，２６０ １４．４ ３７０，６５５ １０．５ ２１６，２６０ ６．８

（出所）Global Trade Atlasより筆者作成（原資料は中国通関統計）

－５４－ ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果



発効して無税となり，輸入が急速に増加した。中国の経済成長に伴うアルコー

ル需要の拡大で，タイの中国向けチップ輸出額はこの１０年で８．３倍となった。

スターチは ACFTAの税率が２０１０年に無税となり，同様に輸入が増加している。

チップ，スターチともに，第２位の輸入国ベトナムからも無税であるため，輸

出国の供給余力が輸入量を決める要因となる。タイは世界第２位（２０１２年）の

キャッサバ生産国であるが，加工製品の輸出を含めた総需要３３００万トンに対し

て総供給は２７００万トンにすぎず，不足するキャッサバをカンボシア，ラオスか

ら輸入している11)。

配合ゴムは ACFTAの税率が２００９年に無税となり，輸入が増加している。タ

イは世界第１位の天然ゴム生産国であり，中国は第１位の同消費国である。タ

イは中国向けに天然ゴムを，ラテックス，スモークドシート（RSS），技術的

格付けゴム（TSR）として輸出し，これらの輸出額が輸出合計に占める割合は

１３．２％（２０１２年）に達している。ただしこれらは中国が高度センシティブ品目

に指定しており２０％の税率が課せられる。そこで配合ゴムの輸出が増加してき

た。配合ゴム３品目の輸出合計に占める割合も６．９％（同）に達する。

石油化学製品では，パラキシレンおよび高純度テレフタル酸（PTA）のタイ

からの輸入が増加している。ACFTAの税率ではパラキシレンが２００９年，PTA

が２０１２年に無税となった。WTO協定税率はそれぞれ２％，６．５％であり，タイ

製は韓国，台湾，日本製より価格面で優位である。パラキシレンは中間原料の

PTAを経てポリエステル繊維に加工されるため，中国の繊維需要の拡大が原

料の輸入増加につながっている。タイの PTAメーカー３社は２００５～０６年に新

設備を稼働し，生産量の約半分は輸出されている。パラキシレンもメーカー３

社のうち最大手 PTTグループの第２期芳香族プラントが２００９年に稼働して，

同年から輸出が増加した12)。しかし２０１３年以降，中国で PTAおよびパラキシレ

ンの設備が増強されるため，競争が激化する。

ポリカーボネートは OA機器をはじめ広範な用途に使用されて需要が拡大し，

11) タイ・タピオカ貿易協会における聞き取り（2013年8月）
12) タイ石油研究所 PTIT Focus，重化学工業通信社『アジアの石油化学工業』各年版，
バンコク日本人商工会議所『タイ国経済概況』各年版の「化学工業」参照。

ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果 －５５－



タイでは２社が生産して，タイ・インド EHによりインドへ，ACFTA（２００９年

より無税）により中国へ輸出している。中国ではWTO協定税率が６．５％であ

り，タイ製は価格面で優位である。プロピレンオキシド（PO）は２０１１年にタ

イからの輸入が始まっているが，同年タイで SCGとダウ・ケミカルの合弁企

業の PO設備が稼働したためである（ACFTA税率は２００９年より無税，WTO協

定税率が５．５％）。またその他芳香族炭化水素混合物，その他エチレン重合体は，

それぞれ２００９年，２０１０年からタイ製の輸入が増加している。それぞれ同年から

ACFTA税率が無税となったことも一因であるが（WTO協定税率は７％，６．５

％），前述の PTTグループ，SCGの大型設備が同年に稼働して，輸出が増加

した。

タイの中国向け輸出総額に占める ACFTA利用率は２０１２年に４２．２％に達し，

中国向け輸出を増加させている（図１（b））。中国は日本と比べてWTO協定税

率が無税の品目が少ないため，２００９～２０１０年に多くの品目の税率が無税となっ

た ACFTAの利用度が高いうえ，中国の経済成長により ACFTA利用品目の輸

入量自体が増加した。タイの中国向け輸出上位品目には，石油化学やゴムなど

の工業製品原料が多く，他産業への波及が広範なため，機械類の製品・部品輸

出が多い日本向けに比べて，輸出の増加に結びつきやすい。

４．タイの日本からの輸入

タイの日本からの輸入品で JTEPAの協定税率が適用されている品目のうち，

輸入額が大きいのは鉄鋼製品（亜鉛めっき鋼板，熱延鋼板，冷延鋼板など）と

自動車・同部品（１０人以上輸送自動車，ギヤボックス・同部品など）の２種類

ある（表５）。それぞれについて，輸入動向を確認する（表６）。

JTEPAでは鉄鋼製品に関して，タイに生産設備がない品目は関税の即時撤

廃，タイで供給できない（需要者の品質基準に達しない）品目は関税割当（無

税枠）の導入が決まった。前者では，自動車用溶融亜鉛めっき鋼板，熱延鋼板

（黒皮），ブリキ・ティンフリー用冷延原板など，後者では自動車用熱延原板，

熱延鋼板（酸洗）などが該当する13)。

－５６－ ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果



13) バンコク日本人商工会議所『タイ国経済概況』各年版の「鉄鋼産業」参照。

表５ JTEPA税率が適用されているタイの主な輸入製品（２０１２年）

輸入額
順位

HS
コード

日本からの輸入製品
輸入額 FTA利用輸入額 FTA利用率

（％）（１０００ドル） 割合（％）（１０００ドル） 割合（％）

合計 ４９，５７９，９４６ ６，５０２，０８８ １３．１

１ ８７０８９９ 自動車部品その他 １，９５０，９９２ ３．９４ １５３，２４５ ２．４ ７．９
２ ８７０８４０ ギヤボックス・同部品 １，７４６，５６８ ３．５２ ２７２，８４３ ４．２ １５．６
３ ７２１０４９ 溶融亜鉛めっき鋼板 １，１０１，０３６ ２．２２ ８２５，７５５ １２．７ ７５．０
１５ ７２０８２７ 熱延鋼板（厚さ３mm未満）酸洗 ４９６，１９０ １．００ ２４０，０８３ ３．７ ４８．４
２６ ７２０８２６ 熱延鋼板（厚さ３～４．７５mm）酸洗 ３３５，０７８ ０．６８ １６３，３２１ ２．５ ４８．７
２７ ７２０８３９ 熱延鋼板（厚さ３mm未満） ３３３，４１４ ０．６７ １９９，５４３ ３．１ ５９．８
３０ ８７０２１０ １０人以上輸送自動車（ディーゼルエンジン） ３０３，９２３ ０．６１ ２９２，５７３ ４．５ ９６．３
４１ ７２０８３８ 熱延鋼板（厚さ３～４．７５mm） ２３６，５４５ ０．４８ ２０４，６６７ ３．１ ８６．５
４７ ７２２８３０ 合金鋼の棒鋼（熱延等） ２００，２５１ ０．４０ １７６，１１５ ２．７ ８７．９
５２ ７２０９１８ 冷延鋼板（厚さ０．５mm未満） １８１，４７２ ０．３７ １７４，９８３ ２．７ ９６．４

（出所）タイ商務省資料他より筆者作成（原資料はタイ関税局統計）

表６ タイ国別輸入統計 （単位：輸入額＝１０００ドル，割合＝％）

①亜鉛めっき鋼板（HS721049）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ７３０，０９７ １，０４６，４４８ ５７２，０１８ １，１７４，９１０ １，３５３，２０４ １，６２９，９２４
日本 ５５７，０３７ ７６．３ ７８５，５３７ ７５．１ ３９７，８４０ ６９．６ ８４４，３８７ ７１．９ ９１６，７２０ ６７．７ １，１０１，０３６ ６７．６
中国 ４０，５３１ ５．６ ８７，１５１ ８．３ ４０，６７２ ７．１ １１９，８０９ １０．２ １９６，９８４ １４．６ ２４７，３５２ １５．２
韓国 １０１，４３４ １３．９ １３２，２２８ １２．６ １００，１８８ １７．５ １５３，１１３ １３．０ １７６，３２３ １３．０ １９７，４１１ １２．１

②熱延鋼板（厚さ３mm未満）酸洗（HS720827）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２４８，５１７ ３８６，１５６ １９０，９５８ ４１４，９３７ ４５６，６４３ ５８６，７２２
日本 ２２４，４８５ ９０．３ ３４４，３２５ ８９．２ １７０，０１７ ８９．０ ３６１，４１２ ８７．１ ３８９，３８７ ８５．３ ４９６，１９０ ８４．６
韓国 ２２，１６３ ８．９ ３７，９２９ ９．８ １８，８３８ ９．９ ４３，５１１ １０．５ ６０，１０６ １３．２ ７６，２４２ １３．０

③熱延鋼板（厚さ３～４．７５mm）酸洗（HS720826）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １８９，６９５ ３０７，９１４ １４４，２２１ ３１６，９２８ ３４４，９５８ ４０６，８８８
日本 １５９，７６９ ８４．２ ２５４，５３７ ８２．７ １２０，４０５ ８３．５ ２５８，８６８ ８１．７ ２８２，０５１ ８１．８ ３３５，０７８ ８２．４
韓国 ２８，８３４ １５．２ ４３，８６３ １４．２ ２１，３２２ １４．８ ５１，５２８ １６．３ ５７，９０１ １６．８ ６４，６６７ １５．９

④熱延鋼板（厚さ３mm未満）（HS720839）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ４３３，８６８ ６７９，３２４ ３０５，０６８ ４２９，７８５ ５２５，２１７ ４９５，０２７
日本 ２９０，６４４ ６７．０ ３７９，６５８ ５５．９ １８８，２６７ ６１．７ ２９８，１９６ ６９．４ ２９６，４８０ ５６．４ ３３３，４１４ ６７．４
韓国 １７，５４２ ４．０ ９，６０５ １．４ １６，３９６ ５．４ １９，３５７ ４．５ ５２，７９７ １０．１ ６６，７３１ １３．５
台湾 ６０１ ０．１ １，２０３ ０．２ ３，４４８ １．１ ２８８ ０．１ １２，７７０ ２．４ ４１，９２１ ８．５
オーストラリア １０８，４１８ ２５．０ ２１５，００６ ３１．７ ５６，８２３ １８．６ １０１，０９４ ２３．５ １５０，１１６ ２８．６ ３８，１４４ ７．７
中国 １５，１３４ ３．５ ５８，４９９ ８．６ ９，１０７ ３．０ ７，４６４ １．７ ５，７４０ １．１ ２，７８８ ０．６

ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果 －５７－



表６ つ づ き （単位：輸入額＝１０００ドル，割合＝％）

⑤熱延鋼板（厚さ３～４．７５mm）（HS720838）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ３５６，０２７ ５１６，８５０ １２２，７４１ ２３５，９０８ ２７８，４４１ ２９１，２０８
日本 ２６１，１９１ ７３．４ ３４４，１１３ ６６．６ ９３，０２３ ７５．８ １９６，２２０ ８３．２ ２３０，７８０ ８２．９ ２３６，５４５ ８１．２
台湾 １８３ ０．１ １６７ ０．０ ７０７ ０．６ ３４６ ０．１ ７，７５５ ２．８ ３１，１９２ １０．７
韓国 ３６，９３８ １０．４ ６０，１９８ １１．６ ３４８ ０．３ ３，５１９ １．５ １０，０７８ ３．６ ５，８７０ ２．０
オーストラリア １０，７１８ ３．０ １２，８７４ ２．５ ４，１４８ ３．４ １２，０３０ ５．１ ２２，２１４ ８．０ １，６０２ ０．６
中国 ４５，８６５ １２．９ ９５，９０６ １８．６ １４，６０１ １１．９ １８，２９５ ７．８ ６６３ ０．２ ０ ０．０

⑥合金鋼の棒鋼（熱延等）（HS722830）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １５２，０１５ ２４５，７２５ １２１，３９６ ２５７，２３７ ３２６，６４６ ３８４，６６７
日本 ８１，１６８ ５３．４ １２６，１１７ ５１．３ ６７，７７２ ５５．８ １４３，２００ ５５．７ １７４，３９６ ５３．４ ２００，２５１ ５２．１
中国 ２０，１２２ １３．２ ５４，０３１ ２２．０ １６，７３１ １３．８ ５２，１２８ ２０．３ ７７，５８５ ２３．８ １１５，９９２ ３０．２
韓国 ２１，０９３ １３．９ ３０，６２５ １２．５ ２１，４６９ １７．７ ４２，４４９ １６．５ ４６，４６５ １４．２ ４６，４５１ １２．１
インド ９，７１３ ６．４ １１，１０４ ４．５ ５，４２２ ４．５ ７，７５２ ３．０ １１，８８１ ３．６ ８，５４９ ２．２

⑦冷延鋼板（厚さ０．５mm未満）（HS720918）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２１３，６９５ ２８７，５１０ ２３４，４２４ ２２９，４９６ ２８２，０１８ ２２８，３０９
日本 １９０，５０７ ８９．１ ２５０，５４４ ８７．１ ２０９，６６５ ８９．４ １９６，１７０ ８５．５ ２３３，５６６ ８２．８ １８１，４７２ ７９．５
台湾 １１，０５３ ５．２ １９，７２６ ６．９ １５，６５１ ６．７ ２４，１４２ １０．５ １７，８３４ ６．３ ２２，６３９ ９．９
中国 ３，６４９ １．７ ５，７９１ ２．０ ２，４３８ １．０ １，８９６ ０．８ ８，３２６ ３．０ １４，７８７ ６．５

⑧１０人以上輸送自動車（小型バス）（ディーゼルエンジン）（HS870210）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２５９，１２０ １８６，２５６ １８６，６３５ ２８５，３３８ ４５７，９８９ ４３３，４２６
日本 ２３１，０３９ ８９．２ １３１，３４１ ７０．５ １５２，０８４ ８１．５ ２２８，０９８ ７９．９ ３３６，００４ ７３．４ ３０３，９２３ ７０．１
韓国 １，３００ ０．５ １０，９００ ５．９ １００ ０．１ １３，７００ ４．８ ７１，９４０ １５．７ ７０，３７１ １６．２
ドイツ ７，７００ ３．０ １２，２００ ６．６ ６，８００ ３．６ １２，９１１ ４．５ １６，４３２ ３．６ ２５，２１１ ５．８

⑨自動車部品その他（HS870899）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １，６１９，４０３ １，３４７，０４０ １，０５３，０３５ １，７３２，６７７ １，８８７，１６５ ２，６７２，６０９
日本 １，０８０，５２４ ６６．７ ８３６，７１３ ６２．１ ６８３，０２３ ６４．９ １，２７９，３１５ ７３．８ １，３５５，９６４ ７１．９ １，９５０，９９２ ７３．０
中国 ３０，４４８ １．９ ３０，８６２ ２．３ ３５，７４８ ３．４ ６１，６５０ ３．６ ９２，８２１ ４．９ １５９，６６４ ６．０
ドイツ ９２，２８４ ５．７ ８３，９９１ ６．２ ９３，９７０ ８．９ ８１，１３３ ４．７ １０４，５３５ ５．５ １０７，９９１ ４．０

⑩ギヤボックス・同部品（HS870840）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ５０４，１００ ９５７，１００ ８５５，１０３ １，６１９，７１５ １，７８７，５３５ ２，８３５，４６４
日本 ３４９，６１９ ６９．４ ６７６，３２６ ７０．７ ５６１，６３２ ６５．７ １，０７０，３７６ ６６．１ １，１７０，５３５ ６５．５ １，７４６，５６８ ６１．６
フィリピン ９２，９４７ １８．４ １６８，０４２ １７．６ １１９，０４０ １３．９ ２３８，５６５ １４．７ ２３１，６１７ １３．０ ２９１，１４８ １０．３
インドネシア ７，８６８ １．６ ５４，７３９ ５．７ ７８，３１５ ９．２ １３７，０５９ ８．５ １０６，６２１ ６．０ ２１４，９０５ ７．６

（出所）タイ商務省貿易統計より筆者作成（原資料はタイ関税局統計）

－５８－ ASEAN中国 FTA（ACFTA）と日本タイ EPA（JTEPA）の関税削減効果



亜鉛めっき鋼板は，日本からの輸入額第３位で，JTEPA利用輸入額では最

大の１２．７％を占めている。多くは日系自動車メーカーがボディ部品として調達

する溶融亜鉛めっき鋼板であり，タイの自動車生産拡大に伴い輸入額が増加し

ている。日本の鉄鋼大手２社は２０１３年にタイで溶融亜鉛めっき鋼板の工場を稼

働しており，今後は現地生産に置き換わっていく。熱延鋼板（酸洗）も主に日

系メーカーが自動車，家電部品として利用する。タイの実行税率14)は５％であ

るが，日本からの輸入には無税枠が設定されている。該当３品目の JTEPA利

用率は５１．２％（２０１２年）であり，無税枠は需要の半分程度にとどまっている。

熱延鋼板（その他）は冷延リロール用素材の黒皮材等が無税となっており，該

当４品目の JTEPA利用率は６８．９％（同）である。熱延鋼板には上記等の除外

品目を除いてアンチダンピング（AD）税が課されており，とくに２０１１年８月

より適用された中国からの輸入が激減した。

合金鋼の棒鋼（熱延等）は，タイの実行税率は５％であるが，JTEPA発効

により無税となった。日本からの輸入が５割強を占めるが，中国からの輸入が

増加している（後述）。冷延鋼板（厚さ０．５mm未満）の多くは，日本からブリ

キ・ティンフリー用原板として輸入し無税となっている。タイはツナ缶やパイ

ナップル缶詰など食料缶詰の生産，輸出国であり，缶詰の素材としてブリキ・

ティンフリーが製造されている。

自動車について JTEPAでは大型以外の乗用車の関税は８０％に据え置かれた

が15)，小型バスの関税は４０％から１０年かけて２０％まで段階的に引き下げられる。

JTEPA発効後に同バス（ディーゼルエンジン）の日本からの輸入が増加した。

自動車部品（自動車組付（OEM）用）については，関税が２０％を超える品目

は発効時に２０％となり，２０１２年４月から無税となった16)。エンジンおよび同部

品５品目は２０１４年４月に関税が撤廃される予定である。自動車部品その他は，

日本からの輸入額第１位で，タイの自動車生産拡大に伴い輸入額が増加してい

14) GATT・WTOの関税交渉により，各国は関税率の上限（譲許税率）を定めている。
実際に適用される実行税率は，譲許税率を上限として，政策的に決めている。

15) 3000cc超の大型乗用車は5％ずつ関税を引き下げて60％となった。
16) タイ財務省布告「日本からの輸入品に対する関税の免税および減税について（第2
号）」2012年5月15日付け。同年4月から遡って適用する。
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る。タイの実行税率３０％に対し JTEPAでは２０１２年４月から無税であるが，

JTEPA利用率は７．９％（２０１２年）にとどまっている。ギヤボックス・同部品は

輸入額第２位で，実行税率１０％に対して同様に無税であるが，JTEPA利用率

は１５．６％（同）である。他にブレーキ・同部品，車体部品その他，自動車用駆

動軸でも JTEPA税率は無税となったが，利用率は低い17)。利用率が低い原因と

して，原産地証明以外にタイで輸入証明書を取得する必要があり18)，手続きが

煩雑なことが推察される。車両用ディーゼルエンジン，その他エンジン部品，

ピストン式エンジン部品は輸入額第６～８位で，現在は実行税率が JTEPA税

率より低い１０％のため JTEPAを利用する必要がない。しかし２０１４年４月には

JTEPA税率が無税となるため，利用率の向上が期待される。

タイの日本からの輸入全体では JTEPA利用率が１３．１％（２０１２年）にすぎな

い（図２（a））19)。この原因として，日本から輸入している品目には，タイ進出

日系企業が調達している中間財や資本財が多く，タイ投資委員会から税制上の

恩典または関税局から保税扱いを受けている企業では免税されているため，

JTEPAを使う必要がない。今後，自動車部品の JTEPA税率無税が拡大し，残

りの鉄鋼製品の関税が撤廃される発効後１０年目には，利用率が上昇しよう。

５．タイの中国からの輸入

タイの中国からの輸入品で ACFTAの協定税率が適用されている品目のうち，

輸入額が大きいのは鉄鋼製品（熱延合金鋼，亜鉛めっき鋼板，合金鋼の棒鋼な

ど），果実（みかん，りんごなど），建設機械（ショベルローダー，部品等），

その他（陶磁製舗装用品，グルタミン酸，熱陰極蛍光放電管）である（表７）。

それぞれについて，輸入動向を確認していく（表８）。

17) JTEPA利用率（2012年）は，ブレーキ・同部品15.5％，車体部品その他14.2％，自
動車用駆動軸4.0％である。なおこれらの品目の輸入額の順位はそれぞれ18位，23位，
29位と上がっており，タイの自動車生産の拡大にともない輸入額は増加している。

18) 日・タイ経済連携協定に関する「運用上の手続規則」（2007年11月）Section 1，Part 2，
Chapter 1

19) AJCEPの輸入総額に占める利用率はわずか0.21％（2012年）である。
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表７ ACFTA税率が適用されているタイの主な輸入製品（２０１２年）

輸入額
順位

HS
コード

中国からの輸入製品
輸入額 FTA利用輸入額 FTA利用率

（％）（１０００ドル） 割合（％）（１０００ドル） 割合（％）

合計 ３７，１２０，６８６ ８，９２５，３９５ ２４．０

８ ７２２５３０ 熱延合金鋼（巻いたもの） ３９８，６４７ １．０７ ３６８，２８６ ４．１ ９２．４
１９ ７２１０４９ 溶融亜鉛めっき鋼板 ２４７，３５２ ０．６７ １８５，７９３ ２．１ ７５．１
３２ ６９０７９０ 陶磁製の舗装用品

（うわぐすりを施したものを除く）
１６１，８３１ ０．４４ １６０，２１８ １．８ ９９．０

４２ ０８０５２０ みかん １１８，９２７ ０．３２ １１８，１６１ １．３ ９９．４
４３ ７２２８３０ 合金鋼の棒鋼（熱延等） １１５，９９２ ０．３１ １１１，１５５ １．２ ９５．８
４７ ８４３１４９ その他建設機械部分品 １１２，８１８ ０．３０ ９６，９５６ １．１ ８５．９
５５ ０８０８１０ りんご ９９，１３１ ０．２７ ９８，５３９ １．１ ９９．４
５７ ２９２２４２ グルタミン酸及びその塩 ９０，７６３ ０．２４ ８６，３７５ １．０ ９５．２
６０ ８４２９５２ ショベルローダー（上部３６０度回転） ８７，００６ ０．２３ ７２，９５７ ０．８ ８３．９
６８ ８５３９３１ 熱陰極蛍光放電管 ７８，５３６ ０．２１ ７２，４１３ ０．８ ９２．２

（出所）タイ商務省資料他より筆者作成（原資料はタイ関税局統計）

表８ タイ国別輸入統計 （単位：輸入額＝１０００ドル，割合＝％）

①熱延合金鋼（巻いたもの）（HS722530）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ９１，９０６ ２３９，９１３ １２０，４６７ ２６６，１４９ ６０１，６１６ １，０４４，６４７
中国 ５０ ０．１ ２７，８８９ １１．６ １７ ０．０ ２３，７９１ ８．９ １８２，２４４ ３０．３ ３９８，６４７ ３８．２
日本 ９１，４０９ ９９．５ ２０７，２８７ ８６．４ １１６，６１０ ９６．８ ２２４，８５９ ８４．５ ２３０，０６９ ３８．２ ２９７，７９０ ２８．５
韓国 ３９８ ０．４ ４，６８２ ２．０ ３，６５３ ３．０ １６，８７３ ６．３ １８１，８９６ ３０．２ ２１１，８１０ ２０．３

②合金鋼の線材（熱延）（HS722790）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ６４，２８３ １２１，９０４ ９６，１２５ ２４６，４４２ ３６１，９４５ ５７０，８４８
中国 ８０１ １．２ １１，９６７ ９．８ ３８，３４１ ３９．９ １１７，８２３ ４７．８ ２１５，２４２ ５９．５ ４０３，９２５ ７０．８
日本 ５７，７３８ ８９．８ ９８，０６０ ８０．４ ５０，３６８ ５２．４ １１２，２３４ ４５．５ １２２，０４６ ３３．７ １４７，５６８ ２５．９

③みかん（HS080520）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ９，８０２ １３，８３９ ２４，９７４ ２４，１８０ ６２，２７２ １２２，２６０
中国 ９，６４７ ９８．４ １３，６７８ ９８．８ ２４，３５６ ９７．５ ２２，７４９ ９４．１ ５９，５９７ ９５．７ １１８，９２７ ９７．３
オーストラリア ８９ ０．９ １００ ０．７ ５１２ ２．１ １，１９７ ４．９ ２，３９７ ３．８ ３，１５８ ２．６
日本 ３ ０．０ ９ ０．１ １４ ０．１ ２９ ０．１ ６１ ０．１ ４３ ０．０

④りんご（HS080810）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ７０，１８６ ９０，１２３ ９９，４５７ １２２，６８６ １３５，９６４ １５９，５４２
中国 ５０，９１３ ７２．５ ６４，３７７ ７１．４ ７１，９４８ ７２．３ ８３，４２２ ６８．０ ８８，０２６ ６４．７ ９９，１３１ ６２．１
ニュージーランド ３，３２９ ４．７ ８，２１２ ９．１ ９，８６２ ９．９ １７，１９３ １４．０ ２０，６８１ １５．２ ３１，０９５ １９．５
アメリカ合衆国 １０，３０５ １４．７ １２，５７６ １４．０ １２，９８２ １３．１ １６，２２０ １３．２ １８，３８２ １３．５ ２０，４８２ １２．８
フランス １，６９７ ２．４ ２，９７４ ３．３ ２，８５０ ２．９ ３，５４８ ２．９ ６，５９０ ４．８ ６，４１７ ４．０
日本 ６３８ ０．９ １，１６２ １．３ １，４４３ １．５ １，８８０ １．５ １，５６２ １．１ １，５１６ １．０
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熱延合金鋼は中国からの輸入額第８位で，ACFTA利用輸入額では最大の４．１

％を占めている。しかし中国からの輸入が増加したのは，ACFTA 税率が無

税となる２０１０年以降で，２０１１年までは日本からの輸入額が最大であった20)。

20) 熱延合金鋼の2012年の日本からの輸入額は第32位である。

表８ つ づ き （単位：輸入額＝１０００ドル，割合＝％）

⑤その他建設機械部分品（HS843149）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １０１，２３０ １３２，９２３ ９４，７１８ １９７，９４１ ２１９，６４２ ２８９，０９８
中国 １９，８３５ １９．６ ２７，５０２ ２０．７ １９，９４７ ２１．１ ３８，４９８ １９．４ ５５，５４３ ２５．３ １１２，８１８ ３９．０
日本 １９，９６５ １９．７ ３３，９９８ ２５．６ ２７，０４４ ２８．６ ８９，８９９ ４５．４ ８２，６６４ ３７．６ ７８，８７５ ２７．３
インドネシア ３７，１２５ ３６．７ ４４，８８１ ３３．８ ２３，３０７ ２４．６ ４０，５２９ ２０．５ ４６，７５５ ２１．３ ３７，１９９ １２．９
韓国 ６，３０５ ６．２ ８，５６４ ６．４ １３，２５９ １４．０ １２，１９１ ６．２ １４，３０６ ６．５ ２１，６９１ ７．５

⑥ショベルローダー（HS842952）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １４２，０７７ １６７，５９２ １２０，３５９ ２０８，０１９ ２６４，８０８ ５００，０９８
日本 １０３，５０６ ７２．９ １２９，８３８ ７７．５ ８２，２７４ ６８．４ １４２，４７９ ６８．５ １４５，６９５ ５５．０ ２５０，６４６ ５０．１
中国 １２，５１４ ８．８ １，０９０ ０．７ １，２９７ １．１ １，７３６ ０．８ ２１，６５５ ８．２ ８７，００６ １７．４
韓国 １２，３８９ ８．７ １１，６４９ ７．０ １２，４７１ １０．４ ２８，１０３ １３．５ ４４，５７８ １６．８ ８０，２１７ １６．０
インドネシア ７，０８１ ５．０ １１，０８６ ６．６ １８，５０４ １５．４ ３１，８５７ １５．３ ４７，８５３ １８．１ ７２，０９６ １４．４

⑦陶磁製の舗装用品（HS690790）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ３９，０７３ ５９，２９４ ７０，７２０ １１６，６２３ １３１，４８９ １７２，９３２
中国 ３３，６１２ ８６．０ ５３，２６７ ８９．８ ６４，７２２ ９１．５ １１１，３２１ ９５．５ １２３，６２３ ９４．０ １６１，８３１ ９３．６
ベトナム ２，２０４ ５．６ １，４４５ ２．４ １，７９８ ２．５ ２，２１４ １．９ ３，３２０ ２．５ ７，１０５ ４．１
マレーシア １，７３６ ４．４ １，６２５ ２．７ ２，７１８ ３．８ １，６７５ １．４ ２，５９３ ２．０ ２，５４１ １．５

⑧グルタミン酸及びその塩（HS292242）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 ２２，４０６ ３３，２３２ ３８，６８６ ４２，９５３ ９１，８１３ １２２，６１１
中国 ３，３９７ １５．２ ９，４６２ ２８．５ ２２，４６９ ５８．１ ２０，９３８ ４８．７ ６３，２４７ ６８．９ ９０，７６４ ７４．０
ベトナム １７，６９５ ７９．０ １９，０９０ ５７．４ ２，６４４ ６．８ ８，６０３ ２０．０ ７，８０２ ８．５ １６，１９４ １３．２
ブラジル ０ ０．０ ２，２３９ ６．７ ９，４０４ ２４．３ ８，６５６ ２０．２ １２，７６７ １３．９ １１，６３０ ９．５

⑨熱陰極蛍光放電管（HS853931）

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年

輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合 輸入額 割合

合計 １５，６２１ ２１，１７３ ２７，９９３ ５２，６２７ ６４，３６１ ８４，７２４
中国 １２，５１７ ８０．１ １７，４０９ ８２．２ ２４，０１６ ８５．８ ４６，８４６ ８９．０ ５７，１８４ ８８．８ ７８，５３６ ９２．７
インドネシア ７４３ ４．８ ８３８ ４．０ ９１６ ３．３ １，１８２ ２．２ １，６２３ ２．５ １，７８４ ２．１
ドイツ ９７７ ６．３ ７８６ ３．７ ５１０ １．８ １，０７６ ２．０ ９６１ １．５ １，１０２ １．３

（出所）タイ商務省貿易統計より筆者作成（原資料はタイ関税局統計）
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JTEPA税率は５％なので，無税で輸入できる中国，韓国産が価格面で優位で

あるが，中国からの輸入が急増した背景には，中国で鉄鋼製品が供給過剰と

なっていることが考えられる。輸入元が日本から中国に転換しているのは，

中国からの輸入額第７位の合金鋼の線材（熱延）がより顕著である（ACFTA，

JTEPAとも無税）。合金鋼の棒鋼（熱延等）でも２０１０年以降に中国からの輸入

が増加しており，日本はまだ最大の輸入元であるが，やはり単価の低い中国製

が競争力を高めている（輸入はともに無税）。他方で亜鉛めっき鋼板の中国か

らの輸入も２０１０年から増加しているが，日本からの輸入は依然として６７％を占

めており，日本製は品質面で顧客を確保していることが推察される（輸入はと

もに無税）。

果実は２００３年１０月にタイ中国間で EHが発効して無税となり，中国からの輸

入が増加している。タイの中国からのみかん輸入額はこの１０年で２１８倍となり，

タイのみかん農家に影響を及ぼして，タイから中国向けみかん輸出が減少した。

りんごの輸入額もこの１０年で２．６倍となったが，量は１．３倍にとどまっている。

りんごはこの数年，ニュージーランド産が増えて輸入第２位となった（無税）。

なお日本産の高級りんごも JTEPA発効により無税で輸入されているが，輸入

合計の１％を占めるにすぎない。

その他建設機械部品は，ACFTA税率が無税となる２００９年以降，輸入が増加

している。輸入第１位は２００８年までインドネシア（無税），２００９～１１年は日本

（２０１０年４月から無税），２０１２年は中国となり，中国製部品の競争力が高まっ

ている。ショベルローダーは日本が輸入第１位であるが（２０１２年４月から無

税），割合は５０％まで下がり，中国，韓国，インドネシアからの輸入が増えつ

つある（中国は２００９年，韓国は１０年から無税）。関税よりは，建設機械メーカー

の戦略が貿易に影響していると考えられる。

陶磁製舗装用品は多くを中国から輸入しているが，ACFTA税率が無税とな

る２０１０年以降は輸入がさらに増加し，輸入額の割合は９４％に上った。グルタミ

ン酸ナトリウムはうま味調味料として知られる。タイでは２００８年までベトナム

からの輸入割合が大きかったが，２００９年以降は中国からの輸入が第１位となっ

た（２０１０年から無税）。熱陰極蛍光放電管（蛍光灯）も中国からの輸入が多く
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を占めているが，ACFTA税率が無税となる２０１０年以降は輸入がさらに増えて，

割合は９２％に上っている。

タイの中国からの輸入全体では ACFTA利用率が２４．０％（２０１２年）に達して

おり（図２（b）），日本から輸入の JTEPA利用率よりも１０％高い。しかし FTA

利用額の大きい品目は，中国からの輸入額の上位品目にはあまり登場しない。

FTA利用額上位５位までが FTA利用額合計に占める割合は，日本は２８．２％で

あるが，中国は１０．６％であり，利用額上位１０位まででは，日本４１．６％，中国１５．４

％となる。中国の場合，FTA利用額上位５０位まででも３６．３％を占めるにすぎ

ない（日本は７５．６％）。中国からの FTA利用輸入品目は，日本のように輸入額

上位品目に集中しているのではなく，より多くの輸入品目に分散している。中

国から輸出する際に原産地証明を数多くの品目で取得していることが推察され

るが，なかにはタイの実行税率がすでに無税であるにもかかわらず FTAを利

用している品目もみられ21)，ACFTA利用率は過大評価されている可能性が

ある。

６．ま と め

タイと日本・中国それぞれの二国間貿易全体では，例えばタイは日本や中国

に自動データ処理記憶装置（HDD）などを輸出して，中国から自動データ処

理機械部品や携帯用自動データ処理機械などを輸入し，日本からは集積回路な

どを輸入する機械産業の域内工程分業が特徴の一つとなっている。ただしこれ

らの電機製品や電子部品の多くはすでに関税が無税のため，ここでは FTAに

よる関税引き下げの影響に焦点を当てて産業との関連をまとめておきたい。

タイから日本，中国向け輸出が増加している共通の品目は，農林水産等の一

次産品と石油化学製品である。一次産品はタイが伝統的に輸出競争力の高い分

野であり，日本向けは鶏肉やエビの調製品など加工製品の輸出にシフトしてい

る。FTAの関税引き下げにより明らかとなったのは，タイの石油化学製品の

21) 例えば，輸入額第7位の合金鋼の線材（熱延）は，実行税率が無税であるにもかか
わらず，ACFTA利用率は12.3％となっている。
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高い競争力であろう。タイではアジア通貨危機後に石油化学業界の企業再編が

進展し，統合を推進した企業グループの新設備が２０１０年前後に相次いで稼働し

て，生産能力が高まった。日本や中国の市場では，韓国や台湾製が大きな割合

を占めていたが，低価格という強みを生かしたタイ製が参入している。しかし

中国では，繊維原料となる石油化学製品を中心に新設備が次々と稼働するため，

供給過剰による競争の激化が懸念されている。

日本，中国からのタイの輸入品目で増加しているのは鉄鋼製品である。日本

からの輸入では，タイに進出している日系企業が調達する資本財や中間財が大

きな割合を占めているが，JTEPAでは顧客から需要のある鉄鋼製品の多くが

無税となったためである。中国からは９割の品目の税率が無税となる２０１０年か

ら，鉄鋼製品の輸入が増加している。中国の企業の鉄鋼設備が相次いで稼働し

たため，中国国内の供給過剰が要因として考えられるが，輸入されているのは

低級品ばかりではない。以前は日本からの輸入割合が大きかったが，中国から

の輸入に置き換わる鉄鋼製品もあり，低価格を武器に中国製の競争力が増して

いる。中国からの輸入では資本財や中間財に加えて，低価格の消費財も競争力

が高まっている。自動車部品の輸入は FTAの影響をほとんど受けていないが，

日本製の競争優位が維持されており，中国からの輸入はわずかである。
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